
　（宛先）千葉県流山市長

年 月

退職者の内訳

（特別徴収義務者）

〒

（内線 ）
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月
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7
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円
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【記入例】 対象者が２名以上の場合は、複数列でご記入いただくか、
別用紙で同内容を作成し提出してください。

退職所得に係る　市民税・県民税　納入申告書

2,800 円

年

　地方税法第50条の５及び第328条の５第２項の規定により下記のとおり分離

課税に係る所得割の納入について申告します。

退職した年の

1月 1日の住所

千葉県流山市平和台７－
７－７

氏 名 流山　太郎

退 職 年 月 日 令和
8 年

令和

法人番号又は

個人番号

氏 名 又 は

名 称 流山市役所 担当者氏名 流山　花子

　

住 所 又 は

所 在 地

２７０－０１９２
指 定 番 号

県 民 税

退 職 手 当 等

の 支 払 金 額 12,345,678 円

障 害 該 当

特別徴収税額 市民税
4,300

電 話
０４－７１５８－１１１１

292

退職所得に係る所得割額を納入する際の注意事項

①左の納入申告書は、退職所得に係る市民税・県民税の特別徴

　収税額（分離課税に係る所得割）を納入する際に必ず記入し

　てください。

②退職手当等の支払いを受ける方の特別徴収税額が０円となる

　方については、納入申告書の提出は必要ありません。

③障害該当欄は、100万円の退職所得控除の適用を受けた場合

　に「〇」を記入してください。

④退職所得等の支払いを受ける方の勤続年数が特殊な場合は、

　退職所得の受給に関する申告書（写し可）と左の納入申告書

　を併せて提出してください。

問い合わせ先

流山市役所　税制課

04-7150-6072

０００００

千葉県流山市平和台１－１－１
担当者所属 税制課

31 日

7月分として納付の場合

→8月10日納期限 必ず記入ください

退職日が令和８年中の場合、

令和８年1月1日住所を記入ください

勤続年数：25年4ヶ月の場合、

「26年」と記入ください（1年未満切り上げ）

記 入 は 不 要 で す

障害者になったことに直接起因して退職した

場合に「〇」を記入ください

（退職所得控除額に100万円を加算します）


